
我が国の化学物質管理は「法令順守型」と呼ばれる特定の物質や作業に対する規制を順守す
ることで行われてきました。現在、工場等で日常的に使用されている物質は数万に上り、その
用途もさまざまであり、労働災害の多くは、対策が遅れている小規模事業場で規制対象物質以
外の物質により発生しており、従来の「法令順守型」による管理の限界といえる状況になって
います。また、危険性・有害性に関する情報伝達制度が整備されておらず、世界ではＧＨＳ
（化学品の情報・世界調和システム【国連文書】）により分類された化学物質全てについて、
リスクアセスメント実施が義務となっており、我が国は、国際的な流れに遅れています。以上
のことから、これまでの｢法令順守型｣から「自律的な管理」へ舵をきる流れとなりました。

法改正の背景

化学物質管理の全体の流れ

新たな化学物質管理に取り組みましょう
（ 化 学 物 質 対 策 の ポ イ ン ト に つ い て ）

１ ラベル・ＳＤＳ及び作業現場の確認 ＳＤＳ
（安全データシート）

 独立行政法人  労働者健康安全機構 広島産業保健総合支援センター

図の出典：厚生労働省「労働災害を防止するためリスクアセスメントを実施しましょう」

化学物質対策って具体的に
何をすればよいの･･･？

 ＳＤＳで危険有害性把握
 リスクアセスメント
 対策・発散抑制設備等

 ・作業の見直し
 ・保護具の使用

 労働者への周知、教育
 労働災害が発生した場合の対応



２ リスクアセスメントを実施し、労働者に結果を周知しましょう。

(R６.４.1施行）

リスクアセスメント支援ツール

（１）CREATE‐SIMPLE（クリエイト・シンプル）

（２）作業別モデル対策シート

（３）実測法（リアルタイムモニター）他

※濃度基準値設定物質について、ばく露基準
値以下とすることが義務付けられており、
クリエイト・シンプルや個人ばく露測定等を
組み合わせて行うことが効果的です。

職場のあんぜんサイト

リスクアセスメント支援ツールＱＲコード

化学物質 リスクアセスメント 検索

・「人体に及ぼす作用(有害性情
報）」を定期（５年以内に１回）
に確認・更新することが義務付け
られます。

・成分の含有量は、原則
として、重量％（ｗｔ
％）の記載が必要とな
ります。Ｒ6.4.1施行

・通知事項に「想定される用途及び
当該用途における使用上の注意」
が追加されます。例）・接着用途
に限る・推奨用途以外への使用禁止

出典:厚生労働省「リスクアセスメント支援ツール」



３ リスク低減措置の実施

リスクアセスメント結果、労働者がばく露される濃度を基準値以下にしましょう

健康障害発生リスクが許容される範囲を超えると判断された労働者、濃度基準値（濃度
基準値がある物質）を超えてばく露したおそれがあるとき、医師が必要と認める項目の
リスクアセスメント対象物健康診断を行い、その結果に基づき必要な措置や健康診断の
記録を作成し、5年間保存※することが義務付けられます。※がん原性物質は３０年間保存

出典：厚生労働省「新たな化学物質規制が導入されます」

クリエイト・シンプル

CREATE-SIMPLE ver.3.0

作業対策シート



４ 化学物質を製造・取り扱う労働者に、適切な保護具を使用させましょう。

5 自律的管理に向け、化学物質管理者等を選任しましょう。

(R６.４.1施行）

(R６.４.1施行）

(リスクアセスメント結果に基づく措置の場合、義務）

『皮膚刺激性有害物質』 『皮膚吸収性有害物質』

出典：厚生労働省「化学物質を安全に取扱いするために」「新たな化学物質規制が導入されます」 Ｒ６.６
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